
 
 

 様式第1号  

 

経 営 戦 略 
秋田県大館市 

水道事業 

第１ 経営の基本方針 

（１） 現状と課題 

① 水源と水質 

大館市の水道事業における水源は、上水道と簡易水道を合わせると 13 か所

ありますが、その７５パーセントを米代川の表流水に頼っていることから、豪

雨による水の濁りや油漏れ事故等の水質異常時には、取水制限・取水停止を余

儀なくされ、水道水の安定供給に大きな影響を及ぼすことになります。 

また、近年、河川の汚染や異常渇水によりトリハロメタン（※高分子有機物

を含んだ河川の水を塩素滅菌処理する際に、その副生成物として生成される有

害物質で、発がん性があるといわれている。）濃度の数値が高くなる傾向にあり、

クリプトスポリジウム（※人や動物の消化管に寄生する原虫で、動物の糞に混

じり河川等に流入し下痢や腹痛を起こす。）と合わせて対策が必要となっていま

す。 

 

② 水道施設 

大館市の主要な浄水施設である山館浄水場と中山川原浄水場は、昭和 53 年

と昭和 56 年に建設され老朽化が進んでいることから、施設の改修と設備の更

新が必要となっています。また、長根山浄水場など５施設では、クリプトスポ

リジウム対策が必要となっています。 

管路については、水道事業開始当初の昭和 30 年代に埋設された配管の更新

を計画的に進めていますが、その後拡張工事で布設した管路の更新も必要とな

っており、今後は管路更新をスピードアップして取り組む必要があります。 

 

③ 水需要 

料金収入を主な財源とする水道事業は、水需要の動向が事業運営に大きく影

響を及ぼすことになります。大館市の水需要は、給水人口の減少に加え、節水

意識の浸透や節水器具の普及などにより水道の使用量が減少傾向にあり、今後

も継続するものと考えられます。 

給水区域内人口に対する水道普及率は８７.２％と全国平均を下回っている

ことから、未普及地域の解消や、普及地域内未加入者の加入促進を図っていく

必要があります。 
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④ 緊急時への対応 

大館市では「大館市水道事業等災害対応マニュアル」を策定し、緊急時の組

織体制、対応手順を定め災害時に備えているほか、東日本大震災を教訓に各施

設に非常用発電設備を整備するとともに、緊急時の給水タンクも計画的に確保

しています。 

さらに、大館市洪水ハザードマップで浸水想定区域内にある施設は、更新時

に、施設を予想浸水水位以上にかさ上げしたり、防水構造にするなど、順次リ

ニューアルしています。 

また、災害時の応援体制として、大館市管工事業組合と災害時の応援協定を

締結しているほか、日本水道協会と連携し他水道事業体との相互支援体制を強

化するため防災訓練への参加や応急給水拠点での給水訓練にも取り組んでい

ます。 

 

⑤ 経営状況 

大館市の水道事業は、これまで、拡張事業や簡易水道の統廃合、民間委託の

推進、企業債残高の計画的圧縮などへの取り組みを行い、普及率の向上と水道

水の安定供給を図りながら健全で効率的な事業運営に努めてきました。 

また、業務指標においても、良好な経営状況であることを示しています。 

 

（２） 将来予測 

水道事業は、少子高齢化社会の到来による人口減少や、節水器具の普及や節水意識

の浸透などによる生活様式の変化にともない、給水収益の減少が避けられない中で、

老朽化した施設・管路の更新や頻発する自然災害への対応など多大な費用が必要と

なるため、経営状況は厳しいものとなることが見込まれます。 

 

（３） 経営方針 

水道は、市民生活や社会・経済活動に欠くことのできない重要なライフラインとし

て常に安心・安全な水を安定供給することが求められており、平常時はもとより、災

害などの非常時においても一定の給水を確保することが大きな責務であります。 

こうしたサービスを市民に提供し続けるためには、水道事業を取り巻く環境の変

化に的確に対応した水道施設の維持管理や更新を行うとともに、徹底した経営の効

率化や健全化を図ることが必要であり、４つの基本方針に基づき事業経営に取り組

みます。 

 

① 安全でおいしい水を供給する。 

・クリプトスポリジウムやトリハロメタン対策等、高度浄水処理の可能な施設整 

備を行い、水質の安全性を確保するとともに、おいしい水を目指します。 
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② いつでも使える災害に強い水道を目指す。 

・豪雨や土砂災害にも対応できる安全な水道水を安定して供給ができるよう、取 

水・浄水施設の整備を進めます。 

・地震などの大規模災害時でも安定供給できるよう、老朽管の更新と施設の耐震 

化を進めるとともに、危機管理体制の強化を図ります。 

・複数の水源を確保し、安定した水道水の供給に努めます。 

・災害等の緊急時に備え、緊急時連絡管の整備を進めます。 

 

③ 水道普及率を向上させる。 

・給水区域内の水道未普及地区については、地域要望や緊急性を勘案し、費用対効 

果を見極めたうえで整備事業を進めます。 

・給水区域内の自家水利用者など、水道未加入者に対する加入促進を図ります。 

 

④ 経営の安定を図る。 

・継続的な漏水調査の実施と、老朽管更新整備を計画的に進め有収率の向上を図 

ります。 

・施設の統廃合などにより施設規模の適性化を図り、コスト削減を目指します。 

・簡易水道の事業統合を進め、経営基盤の強化を図ります。 

・利用者負担の公平性と自主財源の確保を図るため、適切な滞納整理を実施し収 

納率の向上を図ります。 

 

第２ 計画期間 

    平成２８年度から平成３７年度まで１０年間 

    ただし、社会情勢や経営状況等の変化に対応するため、随時フォローアップを

行い、必要に応じて見直しを行います。 

 

第３ 投資・財政計画   （別紙） 

 

第４ 効率化・経営健全化の取組 

（１） 組織、人材、定員、給与に関する事項 

① 効率的な組織の整備 

職員の意欲を向上させ、能力が発揮できる組織を構築するため、各種業務の手

続きや事務分掌の見直しなどを行い、適正で効率的な組織づくりを進めます。 

 

② 人材の育成 

水道事業を健全に経営していくためには、公営企業会計による適切な会計処

理と、水道施設の適切な維持管理が必要で、専門的な知識と経験が不可欠であり

ます。こうした知識や技術の継承を絶やすことなく続けるため、各種の研修会へ
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積極的に参加させるなど、職員の知識と技術力の向上に努めます。 

 

③ 定員管理の推進 

大館市職員定員適正化計画に基づき職員の適正な定員管理を推進していきます。 

 

④ 給与の適正化 

企業職員の給与については市長部局に準じて適正化を図っていきます。 

 

（２）広域化に関する事項 

広域化については、地理的な条件などから物理的には厳しいものがあります。今

後、近隣自治体の動向を踏まえながら、ソフト面についての検討をしていきます。 

 

（３）民間の資金・ノウハウの活用に関する事項 

業務の効率化や経費削減のため、これまでも浄水場などの施設運転管理や検針業

務については民間委託を行っています。 

公営企業として、市民のライフラインを守るという事業の経営責任を確保しなが

ら経済的かつ効率的サービス向上を図るため、新たな民間委託の導入について検討

を行います。 

 

（４） その他の経営基盤の強化に関する事項 

① 資産の活用 

老朽化や統廃合により使用しない遊休資産については、積極的に転用または処

分などを行います。 

施設の更新や補修などの維持管理、施設運用においては、長期的な視点で効率

的な資産管理を図るためのアセットマネジメントを取り入れ、重要度・老朽度に

応じた計画的な施設整備を行い、事業費の平準化を図りながら、施設の統廃合な

どにより施設規模の適正化を進めます。 

 

② 有収率の向上 

大館市では、老朽管の更新や漏水調査を実施しながら有収率の向上に努めてき

ましたが、全国平均より低い数値であり、有収率の低下は経営面や維持管理にお

いても見過ごすことはできない課題です。 

今後も、計画的な老朽管の更新を実施することで、有収率低下の抑制を図ると

ともに、漏水調査についても調査地域の選定、調査方法の検討等を行い、効率的

に漏水の解消を図っていきます。 

 

③ 料金体系 

水道料金は効率的な経営のもとで適正な原価を基本とし、公営企業としての健
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全な経営が確保されるように設定する必要があります。 

そのためには、より一層の原価の抑制が必要となり、最小の投資で最大の効果

を上げるための経営改善等が必要となります。 

当面は簡易水道の統合整備を推進し、上水道との経営統合による料金の統一を

図っていきます。 

 

④ 未収金対策 

水道料金は公営企業の経営において収入を確保し、受益者負担の公平性を確保

するためできる限り徴収する努力を行う必要があります。 

そのため、未収金については実態調査や停水処分などを行って減少に努めてい

きます。 

 

（５） 資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の不足額が

ある場合にはその解消策 

今期計画期間中には資金不足が発生する見込みはありません。 

 

（６） 資金管理・調達に関する事項 

資金運用は、現在、譲渡性預金等により運用していますが、さらに安全かつ有利

な運用方法の検討を行い利息収入の確保に努めます。 

経営面では、水道料金収入が減少傾向であることに対し、今後見込まれる費用は

増加します。これに対応するため、事務事業の見直しや、経営の効率化等により経

費の削減を図り、経営健全化に取り組んでいく必要があります。 

水道施設の整備事業の財源として、内部留保資金の活用と企業債の借入れなどに

より必要な投資資金を確保する予定ですが、過度な企業債の借入れは償還にあたり

利払いが重い負担となることから、企業債残高や償還額等に留意し、公的資金補償

金免除繰上償還制度を活用するなど利息負担の軽減を図り、企業債残高が適正な水

準となるよう努めます。 

 

（７） 情報公開に関する事項 

利用者に水道事業についての理解を深めていただくため、市の広報紙やホームペ

ージにおいて、毎年度、上半期・下半期の業務予定量や財務状況及び決算状況につ

いて公表し、その透明性を高めています。 

また、現在実施している水質モニター制度とあわせ、利用者の意見をより的確に

把握するための方法を研究・検討し、事業の運営に役立てていきます。 

 

（８） その他重点事項 

 大館市においても、過疎化や少子高齢化により人口減少の一途をたどっています。

そのため、使用水量の少ない給水末端においては、残留塩素が確保できず、恒常的
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な排水が必要な個所が増加しています。 

その対策として、自動排水弁等の設置が必要となりますが、設備投資費や維持管

理費が将来の経営を圧迫することがないよう、施設の統廃合や配管口径縮小などと

組み合わせて、効率的な水質の維持管理を検討します。 
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